
四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和２年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第３０号 

   四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則 

 （四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部改正）  

第１条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則（平成２０年四日市市規

則第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（毒物及び劇物取締法に関する事務） 

第１３条 毒物及び劇物取締法（昭和２

５年法律第３０３号。以下この条にお

いて「法」という。）及び毒物及び劇物

取締法施行令（昭和３０年政令第２６

１号。以下この条において「政令」と

いう。）に関する事務のうち、保健所

長に委任する事務は、次のとおりとす

る。 

(1)から(4)まで （略） 

(5) 法第１８条（法第２２条第４項

及び第５項において準用する場合

を含む。）の規定による毒物劇物販

売業者からの報告の徴収及び店舗

等への立入検査等に関すること。 

 

 (6)から(18)まで （略） 

（毒物及び劇物取締法に関する事務） 

第１３条 毒物及び劇物取締法（昭和２

５年法律第３０３号。以下この条にお

いて「法」という。）及び毒物及び劇物

取締法施行令（昭和３０年政令第２６

１号。以下この条において「政令」と

いう。）に関する事務のうち、保健所

長に委任する事務は、次のとおりとす

る。 

(1)から(4)まで （略） 

(5) 法第１７条第２項（法第２２条

第４項及び第５項において準用す

る場合を含む。）の規定による毒物

劇物販売業者からの報告の徴収及

び店舗等への立入検査等に関する

こと。 

 (6)から(18)まで （略） 

 

 （健康増進法に関する事務） 

第２０条 健康増進法（平成１４年法律

第１０３号。以下この条において「法」

 

 （健康増進法に関する事務） 

第２０条 健康増進法（平成１４年法律

第１０３号。以下この条において「法」



という。）に関する事務のうち保健所

長に委任する事務は、次のとおりとす

る。 

 (1)から(5)まで （略） 

 (6) 法２９条第２項の規定による喫

煙の中止又は退出の命令に関する

こと。 

 (7) 法第３１条の規定による特定施

設等の管理権原者等に対する指導

及び助言に関すること。 

 (8) 法第３２条の規定による特定施

設等の管理権原者等に対する勧告、

公表及び命令に関すること。 

 (9) 法第３４条の規定による喫煙専

用室設置施設等の管理権原者に対

する勧告、公表及び命令に関するこ

と。 

 (10) 法第３６条の規定による喫煙目

的室設置施設の管理権原者に対す

る勧告、公表及び命令に関するこ

と。 

 (11) 法第３８条第１項の規定による

特定施設等の管理権原者等からの

報告の徴収及び特定施設等への立

入検査又は質問に関すること。 

 (12) 法第６１条第１項の規定による

特別用途食品の製造施設等への立

入検査及び収去に関すること。 

 (13) 法第６６条第１項及び第２項の

規定による誇大表示の禁止に係る

勧告及び命令に関すること。 

という。）に関する事務のうち保健所

長に委任する事務は、次のとおりとす

る。 

 (1)から(5)まで （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 法第２７条第１項の規定による

特別用途食品の製造施設等への立

入検査及び収去に関すること。 

(7) 法第３２条第１項及び第２項の

規定による誇大表示の禁止に係る

勧告及び命令に関すること。 

  



（農林水産物及び食品の輸出の促進

に関する法律に関する事務） 

第２２条  農林水産物及び食品の輸出

の促進に関する法律（令和元年法律第

５７号。以下この条において「法」と

いう。）に関する事務のうち、保健所

長に委任する事務は、次のとおりとす

る。 

(1) 法第１５条第２項の規定による

輸出証明書の発行に関すること。 

(2) 法第１６条第２項の規定による

適合区域の指定に関すること。 

(3) 法第１６条第３項から第５項ま

での規定による適合区域の確認、指

定取消、変更及び報告に関するこ

と。 

(4) 法第１７条第２項の規定による

適合施設の認定に関すること。 

(5) 法第１７条第４項から第６項（法

第３８条第６項において準用する

場合を含む。）までの規定による確

認、改善要求、認定取消及び報告に

関すること。 

(6) 法第３８条第２項の規定による

報告の徴収、物件提出要求、立入調

査及び質問に関すること。 

(7) 法第３８条第５項の規定による

取消に関すること。 

 

 （覚醒剤取締法に関する事務） 

 

第２３条 覚醒剤取締法（昭和２６年法

律第２５２号。以下この条において

 

 



「法」という。）に関する事務のうち、

保健所長に委任する事務は、次のとお

りとする。 

 (1) 法第３０条の１４第２項の規定

による薬局開設者又は病院、診療所

若しくは飼育動物診療施設の開設者

からの調剤済み覚醒剤原料の破棄の

届出の受理に関すること。 

 (2) 法第３０条の１４第３項の規定

による薬局開設者又は病院、診療所

若  しくは飼育動物診療施設の開設

者からの譲り受けた覚醒剤原料に係

る届出の受理に関すること。 

 

 （適用除外） 

第２４条 四日市市保健所処務規程（平

成２０年四日市市訓令第１０号）第５

条の規定により職務代理者を設置し

たときは、第２条から第２３条までの

規定は、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （適用除外） 

第２２条 四日市市保健所処務規程（平

成２０年四日市市訓令第１０号）第５

条の規定により職務代理者を設置し

たときは、第２条から第２１条までの

規定は、適用しない。 

 

第２条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部を次のように改正

する。 

 

改正後 改正前 

（食品衛生法に関する事務） 

第７条 食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号。以下この条において「法」

という。）、食品衛生法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２３号。以下この条

において「省令」という。）に関する事

務のうち、保健所長に委任する事務

（食品衛生法に関する事務） 

第７条 食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号。以下この条において「法」

という。）、食品衛生法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２３号。以下この条

において「省令」という。）に関する事

務のうち、保健所長に委任する事務



は、次のとおりとする。 

(1) 法第８条第２項の規定による厚

生労働大臣への報告に関すること。 

(2) 法第２４条の規定による食品衛

生監視指導計画の策定、公表及び報

告に関すること。 

(3) （略） 

(4) 法第２６条第１項（法第６２条第

１ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による食品、添加物、器

具及び容器包装の検査命令に関す

ること。 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) 法第５９条第１項及び第２項

（法第６２条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による食

品等に起因して死亡した者等の死

体の解剖に関すること。 

(14) 法第６４条第２項の規定による

食品衛生監視指導計画の公表及び

住民の意見の聴取に関すること。 

(15) 法第６５条の規定による施策の

実施状況の公表及び住民の意見の

聴取に関すること。 

(16) （略） 

は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

(1) （略） 

(2) 法第２６条（法第６２条第１項及

び第３項において準用する場合を

含む。）の規定による食品、添加物、

器具及び容器包装の検査命令に関

すること。 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) （略） 



 

第３条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則の一部を次のように改正

する。 

 

改正後 改正前 

（食品衛生法に関する事務） 

第７条 食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号。以下この条において「法」

という。）に関する事務のうち、保健

所長に委任する事務は、次のとおりと

する。 

 

 

(1)及び(2) （略） 

(3) 法第２５条第１項（法第６８条第

１項及び第３項において準用する

場合を含む。）の規定による規格が

定められた食品、添加物、器具及び

容器包装の検査に関すること。 

(4) 法第２６条第１項（法第６８条第

１ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による食品、添加物、器

具及び容器包装の検査命令に関す

ること。 

(5) 法第２８条第１項（法第６８条第

１項及び第３項において準用する

場合を含む。）の規定による営業者

等からの報告の徴収、営業の場所等

への臨検検査及び食品等の収去に

関すること。 

(6) 法第３０条第２項（法第６８条第

１項及び第３項において準用する

（食品衛生法に関する事務） 

第７条 食品衛生法（昭和２２年法律第

２３３号。以下この条において「法」

という。）、食品衛生法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２３号。以下この条

において「省令」という。）に関する事

務のうち、保健所長に委任する事務

は、次のとおりとする。 

(1)及び(2) （略） 

(3) 法第２５条第１項（法第６２条第

１項及び第３項において準用する

場合を含む。）の規定による規格が

定められた食品、添加物、器具及び

容器包装の検査に関すること。 

(4) 法第２６条第１項（法第６２条第

１ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による食品、添加物、器

具及び容器包装の検査命令に関す

ること。 

(5) 法第２８条第１項（法第６２条第

１項及び第３項において準用する

場合を含む。）の規定による営業者

等からの報告の徴収、営業の場所等

への臨検検査及び食品等の収去に

関すること。 

(6) 法第３０条第２項（法第６２条第

１項及び第３項において準用する



場合を含む。）の規定による食品等

の監視又は指導に関すること。 

(7) 法第４８条第８項（法第６８条第

１ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による食品衛生管理者

の届出の受理に関すること。 

(8) 法第５５条（法第６８条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規

定による営業の許可に関すること。 

(9) 法第５６条第２項（法第５７条第

２項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定による許可営

業者の地位の承継の届出の受理に

関すること。 

 (10) 法第５７条第１項（法第６８条

第１項及び第３項において準用す

る場合を含む。）の規定による営業

の届出の受理に関すること。 

 (11) 法第５８条（法第６８条第１項

において準用する場合を含む。）の

規定による回収着手の届出の受理

及び報告に関すること。 

(12) 法第５９条（法第６８条第１項

及び第３項において準用する場合

を含む。）の規定による食品等の廃

棄処分及び必要な処置の命令に関

すること。 

(13) 法第６０条第１項（法第６８条

第１項及び第３項において準用す

る場合を含む。）の規定による許可

の取消し及び営業の禁止又は停止

に関すること。 

場合を含む。）の規定による食品等

の監視又は指導に関すること。 

(7) 法第４８条第８項（法第６２条第

１ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む。）の規定による食品衛生管理者

の届出の受理に関すること。 

(8) 法第５２条（法第６２条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規

定による営業の許可に関すること。 

(9) 法第５３条第２項の規定による

許可営業者の地位の承継の届出の

受理に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 法第５４条（法第６２条第１項

及び第３項において準用する場合

を含む。）の規定による食品等の廃

棄処分及び必要な処置の命令に関

すること。 

(11) 法第５５条第１項（法第６２条

第１項及び第３項において準用す

る場合を含む。）の規定による許可

の取消し及び営業の禁止又は停止

に関すること。 



(14) 法第６１条（法第６８条第１項

及び第３項において準用する場合

を含む。）の規定による施設の設備

改善の命令並びに許可の取消し及

び営業の禁止又は停止に関するこ

と。 

(15) 法第６４条第１項及び第２項

（法第６８条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による食

品等に起因して死亡した者等の死

体の解剖に関すること。 

(16) 法第７０条第２項の規定による

食品衛生監視指導計画の公表及び

住民の意見の聴取に関すること。 

(17) 法第７１条の規定による施策の

実施状況の公表及び住民の意見の

聴取に関すること。 

 

(12) 法第５６条（法第６２条第１項

及び第３項において準用する場合

を含む。）の規定による施設の設備

改善の命令並びに許可の取消し及

び営業の禁止又は停止に関するこ

と。 

(13) 法第５９条第１項及び第２項

（法第６２条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による食

品等に起因して死亡した者等の死

体の解剖に関すること。 

(14) 法第６４条第２項の規定による

食品衛生監視指導計画の公表及び

住民の意見の聴取に関すること。 

(15) 法第６５条の規定による施策の

実施状況の公表及び住民の意見の

聴取に関すること。 

(16) 省令第７１条の規定による申請

事項等の変更の届出の受理に関す

ること。 

 

 （食品表示法に関する事務） 

第２１条 食品表示法（平成２５年法律

第７０号。以下この条において「法」

という。）、食品表示法第１５条の規定

による権限の委任等に関する政令（平

成２７年政令第６８号。以下この条に

おいて「政令」という。）に関する事務

のうち保健所長に委任する事務は、次

のとおりとする。 

(1)から(5)まで （略） 

(6) 法第１０条の２の規定による届 

 

 （食品表示法に関する事務） 

第２１条 食品表示法（平成２５年法律

第７０号。以下この条において「法」

という。）、食品表示法第１５条の規定

による権限の委任等に関する政令（平

成２７年政令第６８号。以下この条に

おいて「政令」という。）に関する事務

のうち保健所長に委任する事務は、次

のとおりとする。 

(1)から(5)まで （略）  

 



出の受理及び公表に関すること。 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第２条の規定 令和２年６月１日 

 (2) 第３条の規定 令和３年６月１日 

（四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則の

一部改正） 

２ 四日市市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

（平成２０年四日市市規則第３３号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第５条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第２条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

（読替規定） 

第５条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第２条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

 

（四日市市歯科技工士法施行細則の一部改正） 

３ 四日市市歯科技工士法施行細則（平成２０年四日市市規則第３４号）の一部を次

のように改正する。 

 



改正後 改正前 

（読替規定） 

第６条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第４条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

（読替規定） 

第６条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第４条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

 

（四日市市柔道整復師法施行細則の一部改正） 

４ 四日市市柔道整復師法施行細則（平成２０年四日市市規則第３５号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第３条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第６条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

（読替規定） 

第３条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第６条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

 

（四日市市健康増進法施行細則の一部改正） 

５ 四日市市健康増進法施行細則（平成２０年四日市市規則第６０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第６条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

（読替規定） 

第６条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日



改正後 改正前 

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第２０条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第２０条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

 

（四日市市興行場法施行細則の一部改正） 

６ 四日市市興行場法施行細則（平成２０年四日市市規則第４１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第５条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第８条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

（読替規定） 

第５条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第８条の規定を適用しな

いときは、この規則の様式中「四日市

市保健所長」とあるのは「四日市市

長」とする。 

 

（四日市市公衆浴場法施行細則の一部改正） 

７ 四日市市公衆浴場法施行細則（平成２０年四日市市規則第４３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則(平成２０年四日

市市規則第３２号)第２４条の規定によ

り、同規則第９条の規定を適用しない

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則(平成２０年四日

市市規則第３２号)第２１条の規定によ

り、同規則第９条の規定を適用しない



改正後 改正前 

ときは、この規則の様式中「四日市市

保健所長」とあるのは「四日市市長」

とする。 

ときは、この規則の様式中「四日市市

保健所長」とあるのは「四日市市長」

とする。 

 

（四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則の一部改正）  

８ 四日市市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則（平成２０年四日市市規則第

４４号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２４条の規定

により、同規則第１１条の規定を適用

しないときは、この規則の本則中「保

健所長」とあるのは「市長」と、様式

中「四日市市保健所長」とあるのは

「四日市市長」とする。 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２１条の規定

により、同規則第１１条の規定を適用

しないときは、この規則の本則中「保

健所長」とあるのは「市長」と、様式

中「四日市市保健所長」とあるのは

「四日市市長」とする。 

 

（四日市市クリーニング業法施行細則の一部改正） 

９ 四日市市クリーニング業法施行細則（平成２０年四日市市規則第４６号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２４条の規定

により、同規則第１２条の規定を適用

しないときは、この規則の本則中「保

健所長」とあるのは「市長」と、様式

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２１条の規定

により、同規則第１２条の規定を適用

しないときは、この規則の本則中「保

健所長」とあるのは「市長」と、様式



改正後 改正前 

中「四日市市保健所長」とあるのは

「四日市市長」とする。 

中「四日市市保健所長」とあるのは

「四日市市長」とする。 

 

（四日市市美容師法施行細則の一部改正） 

１０ 四日市市美容師法施行細則（平成２０年四日市市規則第４７号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２４条の規定

により、同規則第１４条の規定を適用

しないときは、この規則の本則中「保

健所長」とあるのは「市長」と、様式

中「四日市市保健所長」とあるのは

「四日市市長」とする。 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号）第２１条の規定

により、同規則第１４条の規定を適用

しないときは、この規則の本則中「保

健所長」とあるのは「市長」と、様式

中「四日市市保健所長」とあるのは

「四日市市長」とする。 

 

（四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行細則の一部改正） 

１１ 四日市市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

施行細則（平成２０年四日市市規則第４８号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第５条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第１６条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中

（読替規定） 

第５条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第１６条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中



改正後 改正前 

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

 

（四日市市理容師法施行細則の一部改正） 

１２ 四日市市理容師法施行細則（平成２０年四日市市規則第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号)第２４条の規定に

より、同規則第１８条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号)第２１条の規定に

より、同規則第１８条の規定を適用し

ないときは、この規則の本則中「保健

所長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

 

（四日市市食品衛生法施行細則の一部改正） 

１３ 四日市市食品衛生法施行細則（平成２０年四日市市規則第３７号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１４条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号)第２４条の規定に

より、同規則第７条の規定を適用しな

いときは、この規則の本則中「保健所

長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

（読替規定） 

第１４条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号)第２１条の規定に

より、同規則第７条の規定を適用しな

いときは、この規則の本則中「保健所

長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四



改正後 改正前 

日市市長」とする。 日市市長」とする。 

 

（四日市市ふぐの取扱いに関する規則の一部改正） 

１４ 四日市市ふぐの取扱いに関する規則（平成２０年四日市市規則第３８号）の一

部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号)第２４条の規定を

適用するときは、この規則の本則中

「保健所長」とあるのは「市長」と、

様式中「四日市市保健所長」とあるの

は「四日市市長」とする。 

（読替規定） 

第１０条 四日市市保健所長に対する事

務の委任に関する規則（平成２０年四

日市市規則第３２号)第２１条の規定を

適用するときは、この規則の本則中

「保健所長」とあるのは「市長」と、

様式中「四日市市保健所長」とあるの

は「四日市市長」とする。 

 

（四日市市露店営業等に関する規則の一部改正） 

１５ 四日市市露店営業等に関する規則（平成２０年四日市市規則第３９号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（読替規定） 

第７条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２４条の規定に

より、同規則第７条の規定を適用しな

いときは、この規則の本則中「保健所

長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

（読替規定） 

第７条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号）第２１条の規定に

より、同規則第７条の規定を適用しな

いときは、この規則の本則中「保健所

長」とあるのは「市長」と、様式中

「四日市市保健所長」とあるのは「四

日市市長」とする。 

 



 


